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コード番号 156-000 

 
ノートルダム清心女子大学大学院文学研究科博士前期・修士課程履修要領 

 
 この要領は、大学院学則、研究科規則、学位規則及び関係内規で規定している履修に関する

条文を一括整理し、大学院博士前期課程及び修士課程（以下「修士課程」という。）に在学す

る学生の修学上の便宜を図るため制定する。 
１ 修士課程の教育目標 
  文学研究科は、日本語日本文学専攻、英語英米文学専攻及び社会文化学専攻それぞれの専 

攻領域を深めると同時に、広い視野をもって人間存在のあり方を問う敏活柔軟な知性の育成 

を志しており、研究職、教育職を初めとして、各種の専門職に幅広く適応する人材を養成す 

ることを目指している。 
２ 標準修業年限 
  修士課程の標準修業年限は、２年とする。なお、在学期間は、４年を超えることはできな 

い。 
３ 課程修了の要件 
  修士課程を修了するためには、大学院に２年以上在学し、大学院学則別表１に定める専攻 

別授業科目について３０単位以上修得し、かつ、研究指導担当教員から必要な研究指導を受 

けた上、修士の学位論文（以下「学位論文」という。）の審査及び最終試験に合格しなけれ 

ばならない。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げたと認める者については、当 

該課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 
４ 履修方法 
（１） 学生は、自己の研究指導担当教員の特論科目及び演習科目をそれぞれ４単位修得する 

ものとする。 
 （２） 日本語日本文学専攻、英語英米文学専攻では、同一専攻内で学生が所属する研究分野 

   を含む３研究分野（専門関連科目は除く。）にわたってそれぞれ４単位以上を修得する 

   ものとする。社会文化学専攻では、同一専攻内で学生が所属する研究分野を含む２研究 

   分野（専門関連科目は除く。）にわたってそれぞれ８単位以上を修得するものとする。 
 （３） 学生は、研究指導担当教員の承認を得て、他専攻（他研究科の専攻を含む。）の授業 

   科目を履修することができる。 
（４） 学生は、研究指導担当教員及び研究科委員会の承認を得て、あらかじめ大学間で協議 

    がなされている他大学の大学院（外国の大学院を含む。）の授業科目を履修することが 
できる。 

（５） 前２項の規定により学生が修得した単位は、10 単位を限度として修了の要件として認

めることができる。 
５ 研究指導担当教員及び履修申請 
 （１） 入学時に、専攻ごとにガイダンスを実施して、学生に研究計画書を提出させ、それに 

   基づいて研究分野と研究指導担当教員を決定する。 
        研究計画書には、研究テーマ、目的、対象及び方法を明記するものとする。 
 （２） 必要に応じて副研究指導担当教員を置くことができる。 
 （３） 学生は、入学後所定の期日までに、研究指導担当教員の助言を得て、研究指導担当教 

   員が開設する授業科目の特論及び演習並びにそれに関連のある授業科目の特論の履修申 

   請をする。 
６ 研究指導 
 （１） 研究指導担当教員は、研究計画書に基づいて、学位取得までの系統的かつ持続的な研

究指導を行う。研究計画書の取扱いについて、必要な事項は、別に定める。 
 （２） 学生は、２年次の１期に、専攻ごとに開かれる中間発表会において、研究状況及び予 

   想される成果について発表する。 
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 （３） 学生は、研究指導担当教員及び研究科委員会の承認を得て、あらかじめ大学間で協議 

   がなされている他大学の大学院（外国の大学院を含む。）等において、研究指導担当教  
員等の指導を受けることができる。この場合は、１年次２期以降を原則とする。 

７ 学位論文の内容等 
   学位論文の内容は、論文作成者が高度専門職業人としての基礎的問題解決力を身につけて 

いることが認定できるものであること。 
８ 学位論文の審査等 
 （１） 修士の学位論文の審査を願い出ようとする者は２年次の５月末までに研究指導担当教 

   員の承認を得て、学位論文題目を各専攻主任へ届け出る。 
 （２） 学位論文の審査を願い出ることのできる者は、修士課程に在学し、すでに３０単位以 

   上修得した者又は論文審査等が終了するまでに３０単位以上修得見込みの者に限る。 
 （３） 前項に該当する学生は、２年次の１月末日までに、学位論文審査願に、次の各号に掲 

   げる書類を添えて、学長に提出する。   
     ① 学位論文（正１部、副３部） 
     ② 学位論文概要（約 2,000 字） 
     ③ 履歴書 
     ④ 参考論文（必要に応じて。） 

 ４部 
 ４部 
 １部 
 ４部 

          ⑤ 共著者承諾書（該当者のみ。）        １部 
    期日に遅れた場合は、以後、在学期間中に限り年間２回、５月末日若しくは１月末日 

   のいずれかの期日までに審査を願い出ることができる。 
 （４） 学位論文審査及び最終試験は、審査委員会に設置される専門審査委員会（主査１名、 

   副査２名以上で構成）で実施する。 
 （５） 最終試験は、学位論文を中心として、その関連分野について、筆記試験又口述試問に 

   より行うものとする。 
９ この要領は２０２０年４月１日から適用する。 
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ノ－トルダム清心女子大学大学院文学研究科博士後期課程履修要領 

 

平成１２年４月１日  

制       定  

改 正         

平成１７年４月１日 

平成１９年４月１日 

平成２０年６月５日 

平成２０年９月２２日 

２０２０年４月１日 

 

この要領は、大学院学則、文学研究科規則及び関係内規で規定している履修に関する条

文を一括整理し、大学院博士後期課程日本語日本文学専攻に在学する学生の修学上の便宜

を図るため制定する。 

 

１ 標準修業年限 

博士後期課程の標準修業年限は３年とする。ただし、優れた業績を上げたと認められ

る者は、当該課程に１年（修士課程を修了して当該課程に入学した者については、当該

課程に修士課程の在学期間を含めて３年）以上在学すれば足りる。なお、博士後期課程

の在学期間は、６年を超えることはできない。 

２ 修了要件及び履修方法 

大学院学則別表１(7)（博士後期課程）日本語日本文学専攻に定める授業科目のうちか

ら、自己の所属する研究指導担当教員が担当する特殊講義４単位及び課題研究４単位を

含め、複数の分野から合計１６単位以上を履修し、かつ、研究指導担当教員の指導下に

博士論文を作成し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。 

３ 研究指導担当教員及び履修科目の決定 

(１) 研究指導担当教員の他、必要に応じて副研究指導担当教員を置くことができる。 

(２) 学生は、研究指導担当教員の助言を得て、入学後あるいは年次更新後、学務部教

務係の指定する期日までに、履修届により履修科目を登録しなければならない。 

４ 研究指導 

(１) 個別指導 

研究指導担当教員は、研究計画書に基づいて、学位取得までの系統的かつ持続的な

研究指導を行い、学会発表あるいは学術雑誌掲載に十分耐えうる水準の論文を作成さ

せ、発表の機会を与えるように努める。研究計画書の取扱いについて、必要な事項は

別に定める。 

(２) 集団指導 

研究指導年間計画に基づき、年間２回程度学生の研究発表会を開き、教員、学友の

質疑や批評をとおして、反省と視野拡大の機会を与える。 

(３) 課題研究 
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研究指導担当教員は、課題研究において学生が自ら設定する研究テーマに関連する

最新研究や文献を検討、解明し、見出した諸課題に対して調査・分析等を進め、研究

の方向性を独創性のあるものに発展させるよう指導し、研究の深化を図る。 

(４) 他大学大学院との交流 

必要に応じて、交流協定をもつ他大学大学院において、研究指導を受けることを認

める。 

５ 学位論文審査の予備手続き 

博士の学位の授与を申請しようとする者は、以下の手続きによる。 

(１) 博士後期課程に入学又は進学した年度の５月末日までに研究計画概要及び研究課

題申告書を研究指導担当教員に提出する。 

(２) ２年次９月末日までに、学位論文作成計画書を研究指導担当教員に提出する。研

究指導担当教員はこれを研究科長に提出する。 

(３) ３年次４月末日までに、次に掲げる２点の書類を研究指導担当教員に提出し、博

士後期課程委員会の議を経て学長の承認を得なければならない。 

① 学位論文提出願  

② 学位論文の構成と概要（１０００字程度） 

６ 学位論文の提出要件 

学位論文を提出できる者は、次の(１)及び(２)のすべてに該当するものとする。 

(１) 前項(３)の学位論文提出願を提出し、学長の承認を得た者 

(２) 本学博士後期課程修了に必要な所定の単位を修得した者又は学位論文を提出する

日の属する学年末までに修得見込みの者 

７ 学位の申請 

研究科に在学する者が学位論文の審査を願い出る時は、次に掲げる書類を提出する。 

(１) 学位論文審査願 １部 

(２) 学位論文（正１部、副３部） ４部 

(３) 学位論文概要（約２,０００字） ４部 

(４) 履歴書 １部 

(５) 既発表の論文目録 ４部 

(６) 共著者承諾書 １部 

学位論文等の提出時期は、終了予定年度の１１月末日とし、提出を延期した場合は、

以後、年間２回（５月若しくは１１月）提出することができる。 

８ 学位の名称 

文学研究科日本語日本文学専攻博士（文学） 

９ 学位論文の提出区分 

本学の大学院博士後期課程に所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得し又は必

要な科目を履修し、且つ、研究指導を受けた後退学した者が、再入学しないで、退学後

３年以内に学位を申請する場合にあっては、学位論文審査手数料の納付は要しない。ま

た、その場合、審査委員会の議を経て、学力の確認の一部を免除することができる。 

10 この履修要領は、２０２０年４月１日から適用する。 
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コード番号 158-000 

 

ノートルダム清心女子大学大学院人間生活学研究科修士課程履修要領 

 

 

 この要領は、大学院学則、研究科規則、学位規則及び関係内規等で規定している履修に関す

る条文を一括整理し、人間生活学研究科修士課程に在学する学生の修学上の便宜を図るため、

制定する。 

１ 修士課程の教育目標 

  人間及び人間生活を精神活動、身体維持活動、文化活動の面からとらえ、社会的、文化的、

教育的諸問題を実務的研究活動を通じて解決する基礎的能力、すなわちリサーチマインドを

身につけた高度に専門的な職業人を養成することを目指している。 

２ 標準修業年限 

  修士課程の標準修業年限は、２年とする。なお、在学期間は、４年を超えることはできい。 

３ 課程修了の要件 

  修士課程を修了するためには、大学院に２年以上在学し、大学院学則別表１に定める専攻

別授業科目のうちから研究指導担当教員の指導により、30 単位以上（人間発達学専攻臨床心

理学コースの学生については、３６単位以上）修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、

修士の学位論文（以下「学位論文」という。）の審査及び最終試験に合格しなければならな

い。ただし、在学期間に関しては、優れた業績をあげたと認める者については、当該課程に

１年以上在学すれば足りるものとする。 

４ 履修方法 

（１） 学生は、自己の研究指導担当教員の特論科目及び演習科目をそれぞれ４単位修得す

るものとする。 

（２） 人間発達学専攻臨床心理学コースの学生は、課程修了の要件として、研究分野臨床

心理論の授業科目２６単位を修得し、さらに研究法分野、基礎分野、社会分野、精神・

身体分野、心理支援分野の５研究分野からそれぞれ２単位を選択し、10 単位を修得す

るものとする。なお、臨床心理論の授業科目は、同コースに所属する学生のみを対象と

する。 

（３） 人間生活学専攻では、同一専攻内で学生が所属する研究分野を含む３研究分野にわ

たってそれぞれ４単位以上を修得するものとする。 

（４） 学生は、研究指導担当教員の承認を得て、他専攻、コース（他研究科の専攻を含む。）

の授業科目を履修することができる。 

（５） 学生は、研究指導担当教員及び研究科委員会の承認を得て、あらかじめ大学間で協

議がなされている他大学の大学院（外国の大学院を含む。）の授業科目を履修すること

ができる。 

（６） 前２項の規定により学生が修得した単位は、10 単位を限度として、修了の要件とし

て認めることができる。 

（７） 学生は、本学の教育理念に則り、課程修了に必要な科目として、当該専攻の科目の

ほかに、大学院学則別表１（２）に定めるキリスト教思想特論Ⅰ又はⅡを履修するもの

とする。ただし、学部課程においてキリスト教科目を履修した学生は、この限りではな

い。 

５ 研究指導担当教員及び履修申請 

（１） 学生は、入学時に専攻のガイダンスを受け、専攻主任と協議の上、研究分野と研究

指導担当教員を決定する。 

（２） 必要に応じて副研究指導担当教員を置くことができる。 

（３） 学生は、入学後所定の期日までに、研究指導担当教員の助言を得て、研究指導担当

教員が開設する授業科目の特論及び演習、並びにそれに関連のある授業科目の特論の履
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修申請をする。 

６ 研究指導 

（１） 学生は、研究指導担当教員と相談の上作成する研究計画書に基づいて、学位取得ま

での間、系統的かつ持続的な研究指導を受けるものとする。研究計画書の取扱いについ

て、必要な事項は別に定める。 

（２） 学生は、２年次の１期に、専攻ごとに開かれる中間発表会において、研究状況及び

予想される成果について発表する。 

（３） 学生は、研究指導担当教員及び研究科委員会の承認を得て、予め大学間で協議がな

されている他大学の大学院（外国の大学院を含む。）等において、研究指導担当教員等

の指導を受けることができる。この場合は、1 年次 2 期以降を原則とし、当該研究指導

を受ける期間は、１年を超えないものとする。 

７ 学位論文の内容等 

（１） 学位論文は１編に限る。ただし、参考として他の論文を添付することができる。 

（２） 学位論文の内容は、論文作成者が高度専門職業人としての基礎的問題解決力を身に

つけていることが認定できるものであること。 

（３） 学位論文の形式は、一般の科学的学術論文の形式に準拠し、Ａ４判の用紙に邦文又

は英文で印字されたものとする。 

８ 学位論文の審査等 

（１） 学位論文の審査を願い出ることのできる者は、修士課程に在学し、すでに 30 単位以

上修得した者又は論文審査等が終了するまでに 30 単位以上修得見込みの者に限る。 

（２） 前項に該当する学生は、２年次の 11 月 30 日までに、学位論文題目、目次及び大要

（2,000 字以上）を研究科長に届け出た上、１月 15 日までに、学位論文審査願に、次

の各号に掲げる書類を添えて、学長に提出する。 

① 学位論文（正１部、副 3 部） ４部 

② 論文概要（約 2,000 字）  ４部 

③ 履歴書    １部 

④ 参考論文（必要に応じて。） ４部 

⑤ 共著者承諾書（該当者のみ） １部 

期日に遅れた場合は、以後、在学期間中に限り年間２回、6 月 15 日若しくは 1 月 15

日のいずれかの期日までに審査を願い出ることができる。ただし、この場合は、当該年

度の 5 月 31 日若しくは 11 月 30 日までに、学位論文題目、目次及び大要（2,000 字以上）

を研究科長に届け出るものとする。 

（３） 学位論文審査及び最終試験は、審査委員会に設置される専門審査委員会（主査１名、

副査３名以上で構成）で実施する。人間生活学研究科の専門審査委員会は、公開を原則

とする。 

（４） 最終試験は、学位論文を中心として、その関連分野について、筆記試験又は口述試

問により行うものとする。 

 

９ この要領は、２０２１年４月１日から施行する。 

 

 （沿 革） 

   制定 平成１２年４月１日      改正 平成２２年４月１日 

   改正 平成１３年３月８日      改正 平成２８年４月１日 

   改正 平成１５年４月１日      改正 平成３０年４月１日 

   改正 平成１７年４月１日      改正 ２０１８年９月２１日 

   改正 平成１９年４月１日 
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 この要領は、大学院学則、研究科規則、学位規則及び関係内規等で規定している履修に関す

る条文を一括整理し、大学院博士後期課程人間複合科学専攻に在学する学生の修学上の便宜を

図るため、制定する。 

１ 博士後期課程の教育目標 

  本学の建学の精神であるキリスト教の教育理念に基づく豊かで幅広い人間性の上にたち、 

人間及び人間生活に係わる諸問題を、精神機能論領域、保健栄養論領域、生活文化論領域の 

３つの研究領域から、多角的視座を保持しつつ深化させていくことができる、次のような女 

性の養成を目標とする。 

 (１) 生命の尊さを知り、高い人格と深い教養を兼備する、指導力と独創力に富んだ人材 

 (２) 複数の研究領域に及ぶ広い学識と高度の研究能力を身につけ、多面的な視野から社会 

   的、学術的諸問題に取り組み、解決に向けた研究を推進することができる自立した研究者 

 (３) 幅広い人間性と学識をもち、複眼的視野と高い研究能力を身につけた、高度に専門的 

   な業務に従事することができる人材 

２ 標準修業年限 

  博士後期課程の標準修業年限は３年とする。ただし、優れた業績を上げたと認められる者

は、当該課程に１年（修士課程を修了して当該課程に入学した者については、当該課程に修

士課程の在学期間を含めて３年）以上在学すれば足りる。なお、在学期間は、６年を越える

ことはできない。 

３ 課程修了の要件 

  学生は、所定の授業科目１６単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上で、学

位論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。 

４  履修方法 

 （１）学生は、本課程に置かれた精神機能論領域、保健栄養論領域、生活文化論領域の３つ 

   の研究領域の中から研究領域を１つ選び、研究課題を策定して研究指導を受ける。なお、 

   研究指導は、各研究領域に属する複数の研究指導担当教員による多角的視点からの指導 

   を含む。したがって、研究課題の策定にあたっては、正研究指導担当教員と合議の上、 

   複数の領域に係わる課題を選定することが望ましい。 

 （２）学生は、自己の専攻する研究領域の授業科目４単位及び課題研究４単位を履修すると 

   ともに、自己の研究課題に関連する授業科目を、複数の研究領域から８単位以上履修し 

   なければならない。 

 （３）課題研究は、自らの研究課題に関連する最新研究や文献を検討、解明することにより

諸課題を見出し、それらに対して調査・分析等を研究指導担当教員と共に進め、自らの

研究の方向性を独創性のあるものに発展させる。 

５ 入学前の指導 

  入学志願者は、入学願書を提出する前に、面談により、志望する主たる研究指導担当教員 

の指導を受け、自らの研究目標をおおよそ設定し、その目標に到達するための研究課題及び 

研究計画を準備しておく。 

６ 指導体制及び履修申請 

 （１) 学生は、正副の研究指導担当教員３名による指導を受ける。 
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  (２) 学生は、入学時に、本課程に置かれた３つの研究領域の中から、自己の専攻する研究 

   領域において、同一担当者の開設する授業科目及び課題研究を選定し、履修申請をする。 

  (３) 前項に基づいて選定した授業科目及び課題研究の担当者が、当該学生の正研究指導担 

   当教員となる。 

  (４) 学生は、正研究指導担当教員の指導の下に研究課題を策定し、その研究課題に関係の 

   深い授業科目を、複数の研究領域から８単位以上選択し、入学時に履修申請をする。 

  (５) 前項に基づいて履修申請をした授業科目の担当者のうち２人が、当該学生の副研究指 

   導担当教員となる。なお、副研究指導担当教員の少なくとも１人は、自己の選択した研 

   究領域以外の教員でなければならない。 

  (６) 学生は、本学の教育理念に則り、課程修了に必要な科目として、大学院学則別表１ 

    の(２)に定めるキリスト教思想特論科目のうちから２単位以上を履修するものとする。

ただし、学部課程又は大学院修士課程（博士前期課程を含む）においてキリスト教科目

を履修した学生は、この限りではない。 

   (７) 正及び副研究指導担当教員は、当該学生の研究指導に関連して、積極的に学術情報の 

   交換若しくは共同研究を行うものとする。 

７ 研究指導 

  (１) 学生は、入学後１２か月以内に、研究計画書を専攻主任に提出する。研究計画書の取

扱いについて、必要な事項は別に定める。 

  (２) 学生は、学位取得までの間、系統的かつ持続的な研究指導を受ける。また、正及び副

研究指導担当教員全員の出席のもとに、適宜、多角的視点からの研究指導を受ける。 

  (３) 学生は、２年次の第１期に、審査委員会において、書類審査と口頭試問による中間評 

   価を受ける。中間評価の方法等については、別に定める。 

  (４) 学生は、正研究指導担当教員及び研究科委員会の承認を得て、他の大学院又は研究機 

   関において研究指導担当教員の指導を受けることができる。この場合は、２年次以降を 

   原則とする。 

８ 学位論文の提出 

  (１) 学生は、３年次の 11 月末日までに、学位論文を含む次の各号の書類を添えて、学長に 

   学位論文の審査を願い出るものとする。 

          ① 学位論文審査願 

          ② 学位論文（正１部、副３部） 

         ③ 学位論文概要（約 2000 字） 

         ④ 履歴書 

         ⑤ 参考論文（必要に応じて。） 

          ⑥ 共著者承諾書（該当者のみ。） 

１部 

４部 

４部         

１部 

４部 

１部 

       期日に遅れた場合は、以後、年間２回、５月若しくは 11 月末日のいずれかの期日まで

に審査を願い出ることができる。 

  (２) 学位論文を提出できる者は、中間評価に合格し、かつ、最終の中間発表を行った上で、 

   本課程修了に必要な所定の単位を修得した者又は学位論文を提出する日の属する学年末 

   までに修得見込みの者とする。 

９ 学位論文の内容等 

  (１) 学位論文は、１編に限る。ただし、参考として他の論文を添付することができる。 

  (２) 学位論文の内容は、論文作成者が研究者として自立して研究活動を行うに必要な、高 

   度の研究能力を有していることが認定できるものであること。また、学位論文の一部又 

は全部が、国内外の審査制度のある学会誌に、申請者を第一著者として掲載された若し

くは掲載される予定の論文であるか、それと同等以上の研究水準に達したと認められる

ものであること。 

  (３) 学位論文の形式は、一般の科学的学術論文の形式に準拠し、Ａ４判の用紙に邦文又は 

   英文で印字され、製本されたものとする。 

   (４) 学位論文が共著論文である場合には、当該論文を学位論文として提出することに関し 
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   て、共著者の承諾を得るものとする。 

10 論文審査等 

  (１) 学位論文の審査及び最終試験は、審査委員会に設置される専門審査委員会（主査１名、 

   副査３名以上で構成）で実施する。 

  (２) 学位論文の審査は、予め審査委員会で定められた判定基準に従って行う。 

  (３) 最終試験は、学位論文を中心として、その関連分野について、筆記試験又は口述試問 

   により行う。 

11 この要領は、２０２１年４月 1 日から適用する。 

 

 

 

＊現行の「別記様式」は廃止し、新たに作成する「研究指導計画書の取扱いに関する内規」の 

別記様式２として規定する。 
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